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規制影響分析書

平成１９年１０月

規制の名称 「消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律」施行に伴う共
済事業に係る規制に関する政令事項

主管部局・課室 社会・援護局 地域福祉課
関係部局・課室
関連する政策体系

基本目標 Ⅶ 利用者の視点に立った質の高い福祉サービスの提供等を図ること

施策目標 ２ 福祉サービスを支える人材養成、利用者保護等の基盤整備を図
ること

１．現状・問題分析とその改善方策(規制の新設・改廃の必要性)
消費生活協同組合（生協）における共済事業は、法制定当時（昭和23年）は、慶弔見

舞金程度のものであったが、その後、組合員のニーズに応え、火災共済や生命共済など
が実施されるようになり、近年では、契約件数も増加し、年金共済事業なども実施され
るなど、共済事業の多様化も進んでいる。

一方、消費生活協同組合法（生協法）に基づく共済事業に係る現行の規制は、共済事
業を行う生協が最低限保有していなければならない出資金額の基準（最低出資金）に関
する規定がないなど、事業の健全性を確保し、契約者保護を図る観点からは、十分なも
のとなっていない。

これらを踏まえ、生協法における共済事業について、契約者保護の観点から、その健
全性を担保するため等の「消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律」が平成19年
５月に成立したところである。

現状・問題分析に関連する指標
Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８

１ 共済事業を行う消費生活協 132 133 129 129 調査中
同組組合数

２ 共済事業を行う消費生活協 10 10 10 11 調査中
同組合連合会数

(調査名・資料出所、備考）
・指標１及び２は 「消費生活協同組合（連合会）実態調査 （社会・援護局地域福祉、 」
課調べ）各年度末である３月３１日現在の数値である。平成１８年度の数値は現在集計
中であり、平成２０年５月頃公表予定。

２．規制の新設・改廃の内容・目的
内容・目的

①兼業規制について
生協は、組合員のニーズに応じて各種サービスを総合的に提供しており、その意義は

大きいが、事業の規模が一定以上の生協においては、利害関係人が多数かつ広範囲にわ
たるため、他事業の財務状況が悪化し、それが共済事業に影響を及ぼした場合に契約者
に与える影響は大きいため、規模が一定以上の共済事業を実施する消費生活協同組合及
び連合会は、他の事業を兼業することができないこととされた。

このため、今般の消費生活協同組合法施行令の制定に当たっては、当該兼業規制の適
用される消費生活協同組合の基準を定めることとしており、以下のとおり規定すること
とする。

ⅰ 前々事業年度及び前事業年度の年間収受共済掛金額が１０億円超
ⅱ 共済金額が一の被共済者あたり１００万円超

②共済代理店について
共済代理店の設置に関する組合のニーズや、現在の共済推進の実態等を踏まえ、共済

推進を行う者として共済代理店を法令上定めることとし、また、共済代理店となりうる
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、 、者の範囲については 他の協同組合法である農協法や中小企業等協同組合法においては
その範囲には限定が課されていないものの、生協は他の協同組合と異なり、消費者の相
互扶助組織であるという生協の性質や具体的なニーズなどを踏まえ、限定することとさ
れた。

労働金庫は、労働組合や消費生活協同組合等が相互に扶助するために資金を出し合っ
て協同して組織するものであり、その会員の資格として消費生活協同組合及び連合会が
法律上明記されている。このように労働金庫と生協は密接な関係を有するとともに、労
働金庫と生協の対象者は重複しており、労働金庫が共済契約の締結の代理又は媒介の業
務を行っても、不適切な募集が行われる可能性は低く、一方で生協の組合員にとっても
利便性の向上にもつながるものである。

このため、今般の消費生活協同組合法施行令の制定に当たっては、当該共済代理店に
なり得る者を定めることとしており、上記の観点から労働金庫を規定することとする。

③共済契約の申込みの撤回又は解除ができない場合
保険業法第３０９条の規定を準用しクーリングオフ制度について規定したところであ

るが、申込者又は契約者の保護に欠けるおそれがないと認められる場合には、共済契約
の申込みの撤回又は解除ができないこととされた。

生協共済と保険には加入者の範囲が限定されているかされていないか等一定の差異が
認められるものの、金融事業の一種であることや、破綻時に契約者に与えるリスクが大
きいことを踏まえ、保険業法施行令第４５条で規定される事項と同内容の事項を規定す
ることとし、組合又は共済代理店の事務所等で申込みを行った場合や申込者等が指定し
た場所で申込みをした場合等には共済契約の申込みの撤回又は解除はできないこととす
る。

④共済契約の撤回等に関し情報通信の技術を利用する方法について
クーリングオフ制度において、組合が共済契約の申込みの撤回又は解除に関する事項

を記載した書面を申込者等に交付する代わりに、情報通信の技術を利用する方法によっ
て、当該書面に記載すべき事項を申込者等に提供することができることとされた。

しかし、電子的方法に不慣れな又はこれを望まない申込者等も存在することから、こ
うした申込者等を保護するため、あらかじめ当該申込者等に対し、電磁的方法の種類・
内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならないこと等を規定するこ
ととする。

⑤組合が特定投資家を特定投資家以外の利用者として取り扱う場合において、当該相手
方に交付すべき書面を電磁的方法により提供する方法について

特定投資家は、組合に対し、自己を特定投資家以外の利用者（一般利用者）として取
り扱うよう申し出ることができ、当該申出があった場合、組合は、その申出を承諾しな
ければならないが、承諾する旨を明らかにするための書面の交付を電磁的方法により提
供することができることとされた。

しかし、当該書面を確実に相手方に到達させるため、あらかじめ、生協が用いる電磁
的方法の種類及び内容を示して、書面又は電磁的方法により相手方の承諾を得なければ
ならないこととする。

⑥組合が特定投資家以外の利用者である法人を特定投資家として取り扱う場合におい
て、当該相手方から書面で得る同意を電磁的方法により得る方法について

特定投資家以外の利用者である法人（一般法人）が、組合に対し、自己を特定投資家
として取り扱うよう申出をした場合、制度の理解が不十分なままに特定投資家として取
り扱われ、法の趣旨に反する損害を被るおそれもあるため、組合は、申出を承諾するに
当たって、あらかじめ、投資家保護を目的とする規制の対象外となることを申出者が理

。 、解している旨等を記載した書面により同意を得なければならないこととされた ただし
書面により得べき同意を電磁的方法により得ることができることとされた。

しかし、確実に双方で情報が交わされる必要があることから、あらかじめ、組合が用
いる電磁的方法の種類及び内容を示して、書面又は電磁的方法により相手方の承諾を得
なければならないと規定することとする。

⑦広告等を行う際に利用者の判断に影響を及ぼす重要事項として表示すべき事項につい
て

特定共済契約の内容について広告等の行為をする際、利用者の判断に影響を及ぼす重
要事項として、特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料、報酬等や利用者が行
う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格等に係る変動を直接の原因として損失
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が生ずることとなるおそれがある旨及びその理由を表示しなければならないこととす
る。

⑧外部監査の義務付けについて
共済事業は、事業の実施状況や財務状況の透明性がその他の事業以上に求められる事

業であるため、潜在的な組合員等に対し、業務や財務状況を広く情報提供する必要があ
る。また、会計処理が適切に行われなかったために共済金の支払が適切に行われない場
合、組合員の生活に与える影響は大きいことから、共済事業を行う組合であってその事
業の規模が一定以上のもの及び連合会については外部監査を義務づけることとされた。

今般の消費生活協同組合法施行令の制定に当たっては、当該外部監査が義務づけられ
る消費生活協同組合の基準を負債総額２００億円と規定することとする。

⑨健全性基準、最低出資金規制の適用対象外となる組合の組合員数規模について
生協が、共済事業を健全に実施するために、自己資本を充実させ、十分な支払余力を

確保すること等が必要であるため、健全性基準の導入を行い、また、財政的に脆弱な生
協が共済事業を行う場合、十分に契約者保護が図れない可能性があることから、共済事
業を行う生協が最低限保有すべき出資金額（最低出資金）の基準が設定された。

、 、しかしながら 組合員の自治運営が機能すると考えられる一定規模の組合については
、 、当事者の自治による監督が可能であると考えられることから これら規制の対象外とし

自治運営が機能しにくいと考えられる組合（組合員の総数が政令で定める基準を超える
消費生活協同組合及びすべての連合会）についてのみ適用対象とすることとされた。

今般の消費生活協同組合法施行令の制定に当たっては、当該健全性基準の規制や最
低出資金の規制が適用される消費生活協同組合の基準を組合員の総数１０００人と規定
することとする。

⑩契約条件の変更について
生協の破綻等による契約者の不利益を未然に回避することにより契約者を保護するた

め、契約条件の変更を可能とすることにより、共済事業の継続を可能にすることとされ
た。

契約条件の変更については、共済契約のうち、既に共済事故が発生している共済契約
等については契約条件の変更を行うことができないこととする。

また、契約条件の変更については、契約条件の変更が過度のものとなり、共済契約者
等の権利を不当に害することのないよう、共済金等の計算の基礎となる予定利率の下限
については、生協共済と保険には一定の差異が認められるものの、金融事業の一種であ
ることや、破綻時に契約者に与えるリスクが大きいことを踏まえ、保険業法施行令、農
協法施行令と同様に年３％を下限と規定することとする。

根拠条文
消費生活協同組合法（昭和２３年法律第２００号）第１０条第３項、第１２条の２第１
項、第１２条の２第３項において準用する保険業法（平成７年法律第１０５号）第３０
９条第１項第６号及び第２項 第１２条の３第２項において準用する金融商品取引法 昭、 （
和２３年法律第２５号）第３４条の２第４項及び第３４条の３第３項並びに第３７条第
１項第３号、第３１条の８第１項、第５０条の５、第５３条の４第４項、第５３条の６
第２項、第５４条の２第１項

３．便益及び費用の分析
（１）期待される便益
【共済事業を行う組合の組合員への便益 （便益分類：Ａ）】

上記の規制を設けることにより、共済事業を行う組合の事業の健全性を確保し、契約
者保護が図られることとなる。

【共済事業を行う組合への便益 （便益分類：Ａ）】
生協における共済事業は、規模が拡大し、経済事業主体としての責任が増大するとと

もに、事業が複雑化している中で、一定の規制を設けることにより、共済事業を行う組
合の事業の健全性が確保される。

※ 便益分類については 「Ａ：現状維持より望ましい効果が増加 「Ｂ：現状維持と同、 」、
等 「Ｃ：現状維持より望ましい効果が減少」のいずれか該当する記号を記入。」、
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（２）想定される費用
遵守費用 （費用分類：Ｃ）
上記①における規模が一定以上の共済事業を実施する消費生活協同組合及び連合会に

ついては、共済事業若しくは他の事業を継続する場合には他の生協への事業譲渡等を行
う必要があるため、当該事業譲渡等に係る費用が考えられる。

上記⑧における共済事業を行う組合であってその事業の規模が一定以上のもの及び連
合会については会計監査人の監査を義務づけることによる費用が考えられる。なお、当
該費用を勘案した規模を設定することとしている。

上記⑨における共済事業を行う組合であってその事業の規模が一定以上のもの及び連
合会については健全性基準に係る支払余力、最低出資金規制に係る出資金を保有するこ
ととなる。

行政費用 （費用分類：Ｃ）
検査に係る担当官について整備充実していく必要があると考えている。

その他の社会的費用 （費用分類：Ｂ）
特にないものと思われる。

※ 費用分類については 「Ａ：現状維持より負担が軽減 「Ｂ：現状維持と同等 「Ｃ、 」、 」、
：現状維持より負担が増加」のいずれか該当する記号を記入。

（３）便益と費用の関係の分析結果（規制の新設・改廃の総合的な評価）
一定規模以上の共済事業を行う組合への一定の費用負担が発生することもあり得る

が、共済事業を行う組合の事業の健全性を確保し、契約者保護が図られることにより、
共済事業を行う組合及びその組合員に対する便益は増加するため、政策目的を達成する
上で適切な手段であると考えられる。

４．代替案との比較考量
（１）想定される代替案

上記①、⑧及び⑨に関する規制の適用範囲を、より多くの組合が適用を受ける基準に
する。

※ 的確な政策の採択の検討に有効な情報を提供するという観点より、特に規制を設け
るにあたって基準が規定されている①、⑧、⑨を中心とした代替案を当該評価書にて
記載し、比較分析を行っており、他の規制に係る代替案についても同様の便益、費用
等が想定されるところである。

（２）代替案の便益及び費用の分析
①期待される便益

【共済事業を行う組合の組合員への便益 （便益分類：Ａ）】
上記の規制を設けることにより、共済事業を行う組合の事業の健全性を確保し、契約

者保護が図られることとなる。
【共済事業を行う組合への便益 （便益分類：Ａ）】

生協は、組合員の相互扶助組織であり、その組織運営に当たっては、組合員一人一票
の原則にみられるように民主的運営が原則とされているが、規模が拡大し、経済事業主
体としての責任が増大するとともに、事業が複雑化している中で、一定の規制を設ける
ことにより、共済事業を行う組合の事業の健全性が確保される。

※ 便益分類については 「Ａ：現状維持より望ましい効果が増加 「Ｂ：現状維持と、 」、
同等 「Ｃ：現状維持より望ましい効果が減少」のいずれか該当する記号を記入。」、

②想定される費用
遵守費用 （費用分類：Ｃ）
上記①における規模が一定以上の共済事業を実施する消費生活協同組合及び連合会に

ついては、共済事業若しくは他の事業を継続する場合には他の生協への事業譲渡等を行
う必要があるため、当該事業譲渡等に係る費用が考えられる。

上記⑧における共済事業を行う組合であってその事業の規模が一定以上のもの及び連
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合会については会計監査人の監査を義務づけることによる費用が考えられる。
上記⑨における共済事業を行う組合であってその事業の規模が一定以上のもの及び連

合会については健全性基準に係る支払余力、最低出資金規制に係る出資金を保有するこ
ととなる。

行政費用 （費用分類：Ｃ）
検査に係る担当官について整備充実していく必要があると考えている。

その他の社会的費用 （費用分類：Ｂ）
特にないものと思われる。

※ 費用分類については Ａ：現状維持より負担が軽減 Ｂ：現状維持と同等 Ｃ、「 」、「 」、「
：現状維持より負担が増加」のいずれか該当する記号を記入。

③便益と費用の関係の分析結果(新設・改廃する規制との比較)
共済事業を行う組合の事業の健全性を確保し、契約者保護が図られることとなるが、

生協は組合員の自治運営が原則であること、共済事業の規模が様々である中で小規模な
共済事業を行う組合についても規制を適用することによる費用負担が発生することか
ら、却って共済事業を行う組合の事業の健全性を害し、契約者保護が図られなくなるこ
ともあり得るため、政策目的を達成する上で適切な手段ではないと考えられる。

５．有識者の見解その他関連事項
今般の法改正に当たっては、昨年７月に厚生労働省に「生協制度見直し検討会」を設

置し、全９回にわたる審議を行い、改正内容を検討したところである。
この検討会においては、企業論や保険業法の専門家である学者、マスコミ関係者、類

似の協同組合である農協関係者のほか、生協関係者に委員として参加していただき、多
様な角度から、改正の内容について御議論いただいたものと考えている。

、 、 、 （ 、 、また 検討の過程においては 生協のほか 関係団体 生命保険協会 損害保険協会
日本商工会議所）からのヒアリングを行うとともに、途中 「中間とりまとめ」をパブ、
リックコメント手続に付し、各界から意見を募集し、それらの意見を反映した報告書が
取りまとめられたところである。

６．一定期間経過後の見直し（レビュー）を行う時期又は条件
平成19年５月に成立した「消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律」の附則に

おいて、この法律の施行後５年を経過した場合において、当該法律による改正後の消費
生活協同組合法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結
果に基づいて所要の措置を講ずるものとされているところである。


